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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

　高木町会は市内北部に位置し、西に東埼玉道路、東に中川に挟まれて
います。会員は126世帯で、市内でも小さな町会です。
　当町会は「みんなで防犯、安心な街」をキャッチフレーズにしています。
力を入れているのが、町内の防犯パトロールです。毎月、日割りの予定
表を作成し、毎日16人の隊員が朝・昼・晩と交代でパトロールしています。
特に、小中学生の登下校時は重点をおいて見守り活動をしています。
　また、年々被害が多くなっている振り込め詐欺の防止にも力を入れて
パトロールしています。防犯の案内放送をパトロール車から流しており、
それを聞いて会員が安心できるようにし
たいと考えています。
　他にも主な年間行事として、ふれあい
サロン、いこいの体操、防災訓練、餅つ
き大会、敬老会などを行っています。
　今後も「犯罪のないまち、明るい町会」
をスローガンに頑張っていきます。

☎995-6215八幡

☎994-5000八條
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町会・自治会へ加入しましょう

たばこの 3大有害物質とは、ニコチン、
タール、一酸化炭素です。このほか、カ
ドミウム、ニッケル、ヒ素などの有害物
質が、喫煙者の吸い込む主流煙だけでな
く、副流煙にも含まれています。

5 月31日は世界禁煙デー
禁煙で自分や周りの方を健康に！

　喫煙は、がんや脳卒中、心筋梗
こう

塞
そく

だけでなく慢性気管支炎や歯
周疾患などのさまざまな病気の原因になります。
　また、たばこは自分だけでなく、周りの方にも影響を与えます。
世界禁煙デーをきっかけに、「たばこと健康」について考えましょう。
※身体の健康チェックのため、ぜひ特定健診やがん検診を受診し
てください（特定健診実施期間：11月30日まで）。
物国保年金課焚２１４

　町会・自治会の活動を紹介します。 物市民協働推進課☎焚４６５

高木町会





































































































































































































　鶴ケ曽根一町会は、八條小学校の南東、鶴ケ曽根の一部を区域とする、
古くから鶴ケ曽根地区にあった町会です。住民の民主的生活と親睦に寄
与することを目的として設立され、現在の加入世帯は170世帯です。
　町会では、年間を通じて各事業を実施しています。ゴミゼロ運動や子
ども会夏まつり、敬老会や市民体育祭への参加も実施しており、多くの
会員の方にコミュニティの場を提供しています。その他、年2回のふれあ
いサロンには多くの方に参加いただき、大変好評です。
　また、安全・安心な地域づくりを目指
し、防災・防犯部では防災訓練の計画や
パトロール活動、衛生部では側溝の薬剤
の散布なども行っています。
　規模的には小さな町会ですが、会員一
人ひとりの親睦が深まるよう頑張ってい
ます。

鶴ケ曽根一町会

ふれあいサロン

防犯パトロール隊の皆さん

おしらせＨＯＴコーナーおしらせＨＯＴコーナーおしらせＨＯＴコーナー

平成27年度臨時福祉給付金・子育
て世帯臨時特例給付金のお知らせ

　平成26年4月に消費税率が8パーセン
トになったことに伴い、所得の低い方
や子育て世帯への経済的負担の影響に
配慮し、暫定的・臨時的な措置として、
平成27年度も、「臨時福祉給付金」「子
育て世帯臨時特例給付金」を支給しま
す。支給時期は、10月以降の予定です。
　申請・支給手続きは、詳細が決まり
次第、広報やしおまたは市ホームペー
ジでお知らせします。
●臨時福祉給付金
覆平成27年1月1日現在、市に住民登録
があり、平成27年度分の市町村民税（均
等割）が課税されない方※課税されて
いる方の扶養親族や生活保護の被保護
者などは除く
給付額　給付対象者1人につき6,000円
（支給は1回限り）
●子育て世帯臨時特例給付金
覆平成27年5月31日時点で、平成27年6
月分の児童手当の受給要件を満たす方
（対象児童は、支給対象者の平成27年6
月分の児童手当の対象となる児童）※
児童手当に準ずる所得制限あり
給付額　対象児童1人につき3,000円
（支給は1回限り）
※平成27年度児童手当の現況届と同時

に申請ができます。

振り込め詐
さ

欺
ぎ

に注意

　市から次のようなお願いをすること
は絶対にありません。
１　ＡＴＭへ誘導したり、操作を指示
すること
２　給付のための手数料の振り込みを
求めること
３　未申請の方に電話し、個人情報（口
座番号や世帯構成など）を聞くこと
※怪しいと思ったら電話を切り、警察
や市役所にお知らせください。

物社会福祉課☎焚246
　厚生労働省相談窓口ダイヤル☎0570
－037－192（午前9時～午後6時※土・
日曜日、祝日は除く）
※住民登録の要件によって、申請先の
市区町村が異なります。平成27年1月1
日前後または平成27年5月31日前後に
転居などをした場合は、申請先をご確
認ください。また、公務員の方は、市
から子育て世帯臨時特例給付金の申請
書類は送付しませんので、所属庁で説
明を受けてください。


